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研究の概要（200～300字で記入、図･グラフ等は使用しないこと。） 

 

本研究では ,全国の 18 歳以上の在宅の身体障害者の中で 54%と最も多く，尚，過去１

年間に一度，もしくは数回の外出という者が約 20% 近いという肢体不自由者についての

考察である．また，さらにその中で，１度，社会人として生活を送っていた人たちが，

中途で身体に障害を負う場合，それまで，彼／彼女たちが築きあげたキャリアの喪失と

いう点に着目して， 中途で身体に障害を負い肢体不自由者となった者たちが , その後 ,

いかにして生きているのか．何故 , 彼／彼女たちの再雇用や外出が困難であるのか．何

故，自立や社会参加が困難であるのか，ということを研究の目的とする．  

 

 

 

キーワード（研究内容をよく表しているものを３項目以内で記入。） 

〔 中途身体障害者 〕 〔 自立 〕 〔 社会参加 〕 



※ホームページ等で公表します。（様式２－１）  

立教 ＳＦ Ｒ－ 院生 －報 告  

 

研究成果の概要（図･グラフ等は使用しないこと。） 

 

わが国の障害者福祉政策の変遷として，わが国の障害・障害者の定義を述べる．その

上で，政策の歴史的背景を知るために，第二次世界大戦後から続いた措置制度，支援費

制度の誕生の経緯，そして現在の障害者自立支援法に至るまでを記していく．  

障害者自立支援法について述べる際，その大きな問題点として，利用量の１割の定率

負担の重さについて，わが国の障害者の所得保障である公的年金制度の国民年金の定め

る障害基礎年金と厚生年金の定める障害厚生年金の具体的な金額を示すこととする．  

その上で，将来的なベーシック・インカム（ BI）の可能性として，アトキンスンの参

加所得としての BI の構想を提示して，筆者は， BI の構想の参加所得によりつつ，ボラ

ンティアや地域活動 への社会的な参加を 要件して給付を行う というアイデアを概 ね 指

示する．  

その大きな理由として，第一に，子供，障害者，高齢者も，この参加所得に入れてい

ることや現行の生活保護制度のようにミーンズテスト（資力調査）もないので，スティ

グマから解放されることを提示する．第二に，リスクマネジメントとしての セーフティ

ーネットの機能によって，すべての人が生活上のリスクを生存権の保障と所得保障の両

面からのサポートが可能となることをあげる．そして，第三に，ボランティアなどの参

加という本研究科における 21 世紀社会デザイン学・コミュニティデザイン学分野にお

いて重要なサード・セクターの役割が重視されているからである．サード・セクター（非

営利組織・ボランティア・ NPO ）の役割の重要性等， 21 世紀社会デザイン研究を行う

筆者としては，今後の研究につながる福祉社会システムへのビジョンを描くことができ

る．しかし，この BI の構想は，わが国の社会保障制度全体に関わる大きなビジョンで

あるがための限界も存在することを指摘する．  

また，５名の中途身体障害当事者たちの語り “ narrative”から現状に迫りたいと思

う．この作業により ,中途身体障害者の抱えるリアルな課題や現状に迫りたいと思う。  

本章のインタビューを通じて，「病い」のグループと「事故」のグループの差異を読

み解くことが出来た．それは，第一に，「病い」のグループＡは，本人たちは「障害者」

というよりも，むしろ「病める者」としての「患者」であるという意識があり，「病め

る者たち」のグループは障害者福祉サービスを利用していないことも明らかにした．  

彼／彼女たちは障害者というよりも患者と自らを位置づけているので，障害者福祉サ

ービスよりは医療機関への依存度が高くなる．「語り手」たちも福祉サービスよりも医

療サービスのほうの必要性を語っている．  

一方，「事故」グループＢは，事故後の入院とリハビリテーション以降は，医療機関

とは離れ，障害者福祉サービスの利用者として日常生活を送っている．  

第二に，障害者福祉サービスを利用していない「病い」のグループは，福祉サービス

の利用の変わりに，家族サポート・介 助等を，「病う」患者の家族メンバーによるアン

ペイドワークが行われているということである．しかし，このアンペイドワークは，従

来の女性学（フェミニズム・ジェンダー）が主張してきたアンペイドワークとは異なる

結果を明らかにすることが出来た．  

このアンペイ ドワー クという問題 と障害 者福祉サービ ス市場 のサービスの 利用者 と

しての参加（参入）／不参加という現状を初めて明らかに出来たのが，今回のインタビ

ューの最大の成果であろう，と私は考える．  
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研究成果の概要 つづき  

 

※  この（様式２）に記入の成果の公表を見合わせる必要がある場合は、その理由及び差し控え期間等
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